
情　報　確　認　日 　この情報は令和　６年 ４月 １日現在のものです　　

サービスの種類 移送(送迎)サービス

(フリガナ）ニンテイトクテイヒエイリカツドウホウジンキラリビトミヤシロタスケアイ
カツドウ

　認定特定非営利活動法人　きらりびとみやしろ　助け合い活動

担　当　者 　滝川様、金野様、島村様

〒　３４５－０８０４

　南埼玉郡宮代町川端３－８－２５

　ＴＥＬ：０４８０－３１－２１２３　ＦＡＸ：０４８０－３６－２１７２

その他連絡先（携帯等）：

Eメールアドレス tasukeai@kirari.or.jp

ホームページURL https://kirari.or.jp/

受付日時（営業日時）
　平日９：００～１６：００　営業日時は３６５日
休日（土曜日、日曜日、祭日、お盆、正月）

内　　　 容

◇　移送(送迎)サービス
◇　常に変動があります。会員制の互助組織　入会金なし　年会費　３,０００円
「きらりびとみやしろ」では、１９９８年から「困ったときはお互いさま」を合言葉に
会員同士の助け合い活動を行い、「新しいふれあい社会づくり」を目指してきま
した。
「できるひとが・できるときに・できること」そんな活動のご協力者を募集していま
す。皆様のお力をお貸しください。

利　用　料　金

◇　距離による（チケット制）　２ｋｍまで４００円　　１ｋｍ毎１００円加算
◇　迎車料　宮代町内、２００円（２点）
宮代町外、法人事務所を基点として　２ｋｍまでを２点とし　超過する２、１ｋｍを
超える２ｋｍ毎に１点加算
☆チケット１点１００円（２,０００円、４,０００円、８,０００円券購入）

サービス提供地域

□ 県内全域　　　　□ 幸手市内

☑ 市外（提供可能地域）
　制度的制約があり、出発地か着地が『宮代町、春日部市、杉戸町、幸手市』で
ある事と協力者が対応可能であれば地域を問わない。

利　用　条　件
　◇　障害者手帳を持っている方
　◇　介護保険の認定のある方（要支援の方含む）

名　　　称

連　　絡　　先

住　　　所

mailto:tasukeai@kirari.or.jp
https://kirari.or.jp/

